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低入札価格調査の強化（調査基準価格の引き上げ（H20.4、H21.4） 
特別重点調査の実施（H18.12～） 
監督・検査等の強化（H18.4～） 

直
轄
工
事
に
お
け
る
主
な
品
質
確
保
対
策 

・罰則の強化 

・市場による資力信用のチェック 

・適正な施工体制の確認・強化 

入札ボンドの導入拡大（H22.8 ～） 

入札参加者の施工体制確認審査を実施（H18.12～） 
オーバースペック（技術ダンピング）防止への対応（H20.12～） 

・総合評価落札方式の活用 

指名停止措置の強化（H18.4～） 
公正取引委員会との連携強化（H18.12～） 

・適正な競争環境の確保・現場における生産性阻害要因の排除 

国土交通省直轄工事における主な品質確保対策 
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低入札価格調査基準価格の見直し（ダンピング対策） 

予算決算及び会計令第８５条における「当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそ
れがあると認められる場合の基準」として、低入札価格調査基準価格を下回った場合には施工体制
等の調査を行うこととしている。 

低入札調査基準価格の見直しについて 

【範囲】 

 予定価格の２／３～８．５／１０ 

【計算式】 

 直接工事費×０．９５ 

 共通仮設費×０．９０    合計額 

 現場管理費×０．６０    ×１．０５ 

 一般管理費等×０．３０      

【見直し後の範囲】 

 予定価格の７．０／１０～９．０／１０ 

【見直し後の計算式】 

 直接工事費×０．９５ 

 共通仮設費×０．９０    合計額 

 現場管理費×０．７０    ×１．０５ 

 一般管理費等×０．３０      

H20.4～H21.3 

【範囲】 

 予定価格の２／３～８．５／１０ 

【計算式】 

 直接工事費の額 

 共通仮設費の額      合計額 

 現場管理費×０．２０   ×１．０５ 

      

S62.4～H20.3 H21.4～ 

○低入札価格調査基準価格については、平成20年４月に算定式の見直しを行ったところであるが、ダンピング対
策を一層強化して、工事の品質確保を図る観点から、最新のデータに基づき、さらなる見直しを実施。 

○中央公契連モデルについても4/10付けで改正し、地方公契連に周知。様々な機会を通じて、引き続き低入札
調査基準価格や最低制限価格の見直しを要請。 
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：

直接工事費 【歩掛×単価】 ： 賃金台帳を基に実態調査で決定
労務賃金＝基本日額＋割増賃金

　工事目的物の施工に直接必要な経費 ： 市場の取引価格
物価調査機関による調査価格

： 機械の使用実績に基づき標準的な値を決定
機械損料又は、リース価格

工事原価 共通仮設費

（実態調査により率を決定） （実態調査により標準的な値を決定）
工事価格 間接工事費

施工に共通的に必要な経費
例 ：

請負工事費 現場管理費

工事を監視するために必要な費用
例 ：

一般管理費等

消費費税等相当額

　　【工事原価×経費率】　（実態調査（財務諸表）により率を決定）

　会社の本支店での必要経費、試験研究費、
　公共事業としての適性利益

資 材 単 価

機 械 経 費

　　【直接工事費×経費率】　　＋　　【積み上げによる計上】

機械等の運搬費、現場事務所等の営繕費、
工事現場の安全対策に要する安全費等

公共土木工事費の積算体系

歩 掛 施工単位毎に必要な労力、資材、機材の数量
を実態調査により標準的な値を決定

労 務 単 価

　　【（直接工事費＋共通仮設費）×経費率】　（実態調査により率を決定）

現場に常駐する社員の給与、労務者の交通
費、安全訓練費、労災保険等の法定福利費
、外注経費（一般管理費等）

公共土木工事費の積算体系について 

一般土木工事の標準的な構成割合 

直接工事費（５９％） 
共通 
仮設費 

（１１％） 

現場管理費 
（２２％） 

一般 
管理費 
等 

（８％） 材料費（３０％） 
機械 
経費 

（１１％） 
労務費（１８％） 

※平成20年度諸経費調査における構成割合 3 



＝  評価値  ⇒  評価値が最高の者が落札者   

技術評価点 

入札価格 

〔導入前〕  

 技術評価点 ＝ 標準点１００点 ＋ 技術提案加算点 １０～５０点  
 

〔導入後〕  

 技術評価点 ＝ 標準点１００点 ＋ 技術提案加算点 １０～７０点 ＋ 施工体制評価点 ３０点 

品質確保の体制 
までは未確認 

入札者の技術力を活かした提案
への配点を引き上げ 

品質確保の体制を審査要
素として加味 

○低入札調査基準価格（Y） 

 予定価格の70％から90％までの範囲内 
 で工事ごとに下記の算定式で定める。 

 直接工事費×95％ 
   ＋共通仮設費×90％ 
     ＋現場管理費×70％ 
       ＋一般管理費等×30％ 

 総合評価方式において、調査基準価格を下回る応札者に対して品質確保体制を厳しく審査・評価し、技術評
価点に適切に反映させることによりダンピングによる品質の低下を排除。 

施工体制確認型総合評価方式について 
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比
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下請企業が赤字の工事かつ平均点未満

平均点未満の工事

下請企業が赤字の工事

下請企業が黒字の工事かつ平均点以上

※工事成績評定点の平均点は、各地方整備局等毎の
平均点
（平成16年・17年・18年度竣工の土木工事）

※工事コスト調査対象工事：

予定価格の３分の２から１０分の８．５の範囲
内で定められる調査基準価格を下回る金額
で契約が行われた低入札工事

・工事成績評定点の平均点未満
ｏｒ
・下請企業が赤字

※対象データ:平成16年・17年・18年竣工工事

　　　　　　（工事規模1億円以上）

　内訳:工事コスト調査対象工事229件

       (H16：38件、H17：38件、H18：153件）

　　　 工事コスト調査対象以外(標準工事)の工事

470件

       (H16：111件、H17：78件、H18：281件）

38件 264件125件56件28件62件81件42件

平均点未満かつ下請企業が黒字の工事 

平均点未満かつ下請企業が赤字の工事 

平均点以上かつ下請企業が赤字の工事 

平均点以上かつ下請企業が黒字の工事 

工事成績評定点が平均点未満 

落札率が９０％
以下になると、
平均点未満の工
事となる割合が

増加。 

「落札率」と「工事成績評定点や下請企業の赤字」との関係 

落札率90％未満になると、工事成績評定点が平均点未満の工事となる割合が増加。 
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※工事コスト調査対象工事：

予定価格の３分の２から１０分の８．５の範囲
内で定められる調査基準価格を下回る金額
で契約が行われた低入札工事

・工事成績評定点の平均点未満
ｏｒ
・下請企業が赤字

※対象データ:平成16年・17年・18年竣工工事

　　　　　　（工事規模1億円以上）

　内訳:工事コスト調査対象工事229件

       (H16：38件、H17：38件、H18：153件）

　　　 工事コスト調査対象以外(標準工事)の工事

470件

       (H16：111件、H17：78件、H18：281件）

38件 264件125件56件28件62件81件42件

平均点未満かつ 下請企業が黒字の工事
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以下になると、
平均点未満の工
事となる割合が

増加。
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不調・不落工事の現状 

○不調・不落工事の発生件数 

・国土交通省発注件数（沖縄を含まない）に占める不調・不落の割合 

 ※1  平成19年度は、北海道開発局も含まない 

 ※2  不調：入札への参加者がいない等の理由で、開札に至らなかったもの 

 ※3  不落：開札には至ったものの、落札者がいなかったもの 

  発注件数 
 うち不調・不落件数 不調・不落の 

割合   不調※2 不落※3 

平成１９年度※1 12,868  1,951  1,234  717  15.2% 

平成２０年度 14,469 1,744 1,148 596 12.1% 

平成２１年度 13,754 1,447 917 530 10.5% 

工種別不調・不落工事の発生件数【H21年度】

その他
79

鋼橋上部

28 PC
13

暖冷房衛生設備

32

電気設備

69

As舗装
74

通信設備
154

建築
98

機械設備
145

一般土木

367

維持修繕

388

H21不調・不落件数： 1,447 件

 不調・不落の件数は低下傾向にあるが、平成２１年度も１割程度発生している。 

 不調・不落の発生する工種は、維持修繕や一般土木が多く、この２つで約半数を占める。 

 １回目の入札において、入札参加者の全社が予定価格を超過している場合は、直ちに２回目の入札を実施。 

 さらに、不調・不落となった場合、工事内容の見直しや発注ロットの見直し等を行い、再度入札続きを実施。 
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不調・不落対策（見積を活用する積算方式の試行） 

 発注者の積算との乖離が大きく、入札の不調・不落が頻発している維持修繕工事などにおいて、予定価格の
作成にあたり応札者の見積もりを活用する方式を平成１９年度より試行。 

 平成１９年度 試行件数１１３件、平成２０年度 試行件数３０３件、平成２１年度 試行件数３５３件 

 

 

平成19年度～平成21年度 実施状況 

・工種別実施件数は、維持修繕工事が約５割。 

年度 試行件数 契約件数 不落札 参加者なし 

Ｈ１９ 113件 65件 22件 26件 

Ｈ２０ 303件 162件 39件 102件 

Ｈ２１ 353件 261件 32件 60件 

○見積活用積算方式の概要 

○見積活用積算方式の実施状況 
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補正導入時期：平成２１年度より実施。 

 

補正対象地区：札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、市川市、船橋市、習志野市、浦安市、東京特別区、横
浜市、川崎市、新潟市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋
市、広島市、北九州市、福岡市の市街地 

 

補正対象工種：鋼橋架設工事、電線共同溝工事、 道路維持工事、舗装工事 

 

補 正 方 法：共通仮設費率及び現場管理費率に以下の補正係数を乗じる。 

不調・不落対策（間接工事費の大都市補正） 

・交通量が多く、また住宅密集地のため安全管理に係る費用が多大。 

・建設機械等の仮置きヤード等の確保が困難であり、現場から離れた箇所へ日々回送している。 

・現場事務所や労働者宿舎等に係る土地・建物の借り上げ費用が多大。 

  など、間接工事費（共通仮設費、現場管理費）が標準的な工事より必要な場合がある。 

都市部の実態 

間接工事費の大都市補正 

費  目 補正係数 

共通仮設費 １．５ 

現場管理費 １．２ 
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